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平成２０年度大阪府雇用施策実施方針の策定にあたって

大阪府は「中小企業の街」と言われるように、全国有数の産業集積地であるとと

もに、約８８３万人の府民が生活する人口密集地でもある。

関西経済の地盤沈下と言われて久しいが、バブル経済崩壊後、本社機能の流出な

ど低迷を続けた大阪経済も、成長するアジア諸国への輸出拡大等により着実に回復

、 。を遂げつつあり 製造業を中心とする工場立地の府内回帰も見られるようになった

しかしながら、最近は、原油価格の高止まりに伴う原材料価格の上昇など、景気

に対する不安材料が増しつつあり、小規模倒産件数の増加など、中小・零細企業に

とって厳しい環境も予想されている。

また、雇用の面においては、景気の持続的回復に併せて、完全失業率、有効求人

倍率とも徐々に回復してきたが、依然として、平成１９年１０～１２月期の完全失

業率が５．２％と全国より１．５％ポイント上回り、平成２０年１月の有効求人倍

率も１．０４倍と５か月連続で前月を下回るなど、景気の先行き不透明感を受けて

足踏み状態となっている。

こうした中、本格的な人口減社会を迎え､労働力人口の減少に対応するため、昨年

１２月、厚生労働省の雇用政策研究会が「すべての人々が能力を発揮し、安心して

働き、安定した生活ができる社会の実現」～本格的な人口減少への対応～について

の報告を取りまとめたところである。

とりわけ、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を目指し、働

きたい人には、それにふさわしい働き方ができる社会を実現することとしている。

また、国際的には働きがいのある人間らしい仕事（ディーセントワーク）の推進

を求められており、今後、これらの状況も踏まえて、大阪の実情にあった雇用対策

、 、 。を 地域の事情に精通した大阪府と連携して 機動的に推進することが重要である

このため、大阪労働局及びハローワーク（公共職業安定所）における職業指導及

び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際して、大阪府知事の意見

を十分に踏まえて、本実施方針を策定することとした。

本方針により、国が行う施策と、大阪府が講ずる雇用に関する施策とが密接な関

連の下、これまで以上に円滑かつ効果的に実施されるよう努め、もって大阪地域の

雇用情勢の改善に資することとする。

平 成 ２ ０ 年 ３ 月

桑島 靖夫大阪労働局長
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Ⅰ 大阪府内の雇用情勢及び課題

１ 雇用情勢等の現状

(１)最近の雇用失業情勢

大阪府内の雇用失業情勢をみると、４年以上にわたり前年同月比で増加を続

け高水準にあった新規求人数は、平成１９年前半は横ばい傾向で推移したが、

平成１９年８月以降 「建設業 「製造業 「サービス業」などを中心に６か月、 」 」

連続で減少している。これについては、一部の主要産業で弱い動きが見られる

ことに加え、平成１９年１０月から派遣求人等に対する取扱いの徹底を行った

ことにより、派遣求人等が大幅に減少したことも影響している。

一方、新規求職者数をみると、平成１９年１０月に１５か月ぶりに前年同月

比で若干増加したものの、概ね減少傾向で推移している。

こうした中で、有効求人倍率（季節調整値）は平成１７年６月に１．００倍

となった以降、平成２０年１月の１．０４倍（全国平均０．９８倍）まで、

３２か月連続の１倍台で推移しているものの、平成１９年９月から５か月連続

で低下している。

また、完全失業者は２３万１千人（平成１９年１０～１２月期）であり、完

全失業率は平成１９年４～６月期５．０％（全国平均３．８％ 、７～９月期）

５．７％（同３．７％ 、１０～１２月期５．２％（同３．７％）と全国平均）

を大きく上回る高水準ではあるものの、前年度と対比すると低下傾向で推移し

ている。

（注）資料出所：総務省統計局「労働力調査」。原数値。

（資料出所）総務省「労働力調査」　　注．全国は季節調整値。近畿・大阪は原数値。

近畿・大阪の完全失業率は、全国平均を上回っている。
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(２)雇用におけるミスマッチの現状

全体の有効求人倍率は１倍台で推移しているものの、いわゆる正社員有効求

人倍率については、平成２０年１月においても０．７１倍と７か月連続で前年

同月を下回るなど、依然として低い水準にあり、引き続き厳しい状況にある。

大 阪 の 有 効 求 人 倍 率 は 、１倍 を 超 え て 推 移 。
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(３)若年者の雇用状況

若年層の状況をみると、完全失

業率（１５歳～２４歳）は平成１

９年１～３月期に全国を下回る水

（ ．準まで大幅に改善したが 大阪８

、 ． ）、 、１％ 全国８ ７％ その後は

全国を上回る高い水準で推移し、

同１０～１２月期には、８．８％

と全国（７．２％）を１．６％ポ

イント上回っている。

一方、平成２０年３月新規高卒

者の就職内定状況は、平成２０年

１月末現在 内定率９０ ０％ 前、 ． （

年同期比０．３％ポイント上昇）と、改善がみられる。

しかしながら、大阪府内の事業所に就職した新規学卒者の離職状況（平成

１６年３月卒就職者の３年後）を見ると、離職率は中学卒が７９．２％、高校

卒が５０．７％とそれぞれ全国平均（中学卒６９．７％、高校卒４９．５％）

を上回る傾向が見られる。

(４)高年齢者の雇用状況

高年齢者の状況をみると、平成１９年１０～１２月期の５５歳から６４歳層

の完全失業率が５．０％と全体の５．２％と比べ０．２％ポイント低い水準と

なっている。

一方、５５歳以上の有効求人倍率は、全体の数値よりかなり低い水準で推移

していたが、平成１９年１０月に改正雇用対策法が施行され、募集・採用に係

る年齢制限禁止が義務化されたことにより、平成２０年１月には０．９６倍と

年齢差は縮小している。

しかしながら、平成１９年度４～１月の５５歳以上の就職率（新規求職者ベ

ース）は２６．５％と全体の２９．２％と比べ若干低く、特に６５歳以上の就

職率は１７．６％とかなり低い水準にあり、再就職については厳しい状況にあ

る。

平成１９年６月１日現在の高年齢者雇用確保措置の実施企業の割合は、５１

人以上規模企業で９５．０％と前年より９．８％ポイント上昇し、着実に進展

している。

（注）資料出所：総務省統計局「労働力調査」。原数値。
　　　大阪は労働力調査の集計結果に基づき大阪府企画調整部統計課が推計したもので、原数値。

　　　年齢の（　）は大阪の年齢区分。
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(５)障害者の雇用状況

平成１９年６月１日現在の民間企業における障害者の実雇用率は、１．５６

％（全国平均１．５５％）と前年より０．０３％ポイント上昇するとともに、

就職件数の増加（前年同期比（４月～１月）４．４％増）等着実な進展がみら

れる。

しかしながら、法定雇用率達成企業の割合は、４２．２％と前年より１．７

％ポイント上昇したが、全国の４３．８％より低い水準にとどまるなど、依然

として厳しい状況にある。

(６)女性の雇用状況

女性雇用者数は平成１８年には１４７万６千人と前年(１４５万６千人)より

１．４％増加している。雇用者総数に占める女性雇用者の割合は４０．９％と

、 ． 。（ ）なっており 全国平均(４１ ６％)を下回っている 平成１８年労働力調査

女性雇用者の平均勤続年数は、平成１８年には７．８年と前年（８．０年）

より短くなっており、全国（８．８年）を下回っている （平成１８年賃金構。

造基本統計調査）

また、女性の労働力率は平成１８年で４５．５％と全国（４８．５％）を下

回っている （平成１８年労働力調査）。

これを年齢別に見ると、２５～２９歳の６９．０％、４０～４４歳の６３．

８％に対し、３０～３４歳（５６．８％ 、３５～３９歳（５７．０％）が低）

いといういわゆる「Ｍ字カーブ」を描いている （平成１７年国勢調査）。
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２ 主要な課題

(１)若年者就業支援の拡充

①若者の雇用・生活の安定と働く意欲の向上

年長フリーターやニート状態にある若者が依然として多い中、若者が意欲を

持って働き、安定した収入を得られるようにすることは、格差を固定化させな

い社会を構築していく上でも重要な課題である。

このため、ハローワーク及び大阪ヤングワークプラザにおいて、年長フリー

ターを重点的にフリーターに対する常用就職支援を実施するとともに、ＪＯＢ

カフェＯＳＡＫＡと連携し、若年者に対する幅広い就職支援メニューを提供す

るほか、若者の応募機会の拡大等に係る周知・広報を推進する必要がある。

また、ニートの状態にある若者の自立を支援する地域若者サポートステーシ

ョンや若者自立塾等の事業の周知、普及に努めるとともに、就労希望者に対し

ては、これらの施設と連携して職業相談、職業紹介を実施する等、効果的、総

合的な支援を図る必要がある。

②新規学卒者等に対する就職支援

近年、新規学卒者の就職内定率は上昇傾向にあるが、依然として就職後早期

に離職する者が多くみられるとともに、未内定卒業者はフリーター等の不安定

な形態での就業が長期化する傾向があることから、早い段階からの職業意識形

成と未内定卒業者に対する積極的な支援が重要な課題である。

このため、大阪府教育委員会と連携し、早い段階からのキャリア教育の効果

的な実施を図るとともに、高等学校卒業予定者等を対象とした合同企業説明会

の効果的な実施を図る必要がある。

③職業能力形成システム（通称：ジョブ・カード制度）の普及促進

人口減少下においても持続的な経済成長を可能とするためには、生産性の向

上が重要であり、そのための基盤づくりが喫緊の課題となっている中、一人ひ

とりが能力を開発する機会を持ち、その能力を発揮できる社会に向けた本格的

な取組を実施することが必要である。

このため、職務経歴等の情報をジョブ・カードとして取りまとめ、求職活動

などに活用し、求職者と求人企業とのマッチングを促進するジョブ・カード制

、 、度を実施するにあたり 地域ジョブ・カード運営本部において運営方針を定め

地域ジョブ・カードセンター(仮称)と密接な連携を図りつつ制度の普及に努め

る。
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また、ハローワークやＪＯＢカフェＯＳＡＫＡにおいて、ジョブ・カード作

成・交付に係るキャリア・コンサルティングを実施し、フリーターやニート状

態にある若者等の職業能力形成機会に恵まれていない求職者のうち、職業能力

形成プログラム（企業における実習と座学を組み合わせた訓練）に参加するこ

とが有効だと判断する者に対し、積極的にプログラムへの参加を勧奨する必要

がある。

(２)子育て女性等に対する支援の拡充

①子育て後の再就職の促進

今後、少子・高齢化による本格的な人口減少が見込まれ、さらには団塊の世

代が大量に引退することが予想される中、女性の労働参加を一層促すことが重

、 、要であり 女性が意欲と能力に応じて働きやすい職場環境を整備するとともに

出産・子育て等で離職した者への再就職支援を強化することが喫緊の課題とな

っている。

このようなことから、大阪マザーズハローワーク等において、子供連れで来

所しやすい環境を整備し、地方公共団体等との連携による子育て情報の提供、

、個々の求職者のおかれている状況に応じた就職実現プランを策定するとともに

担当者制による一貫した就職支援を実施する必要がある。

②育児休業中の継続雇用の推進

就業継続を希望しながらも、仕事と育児の両立の難しさ等から離職を余儀な

くされる場合も含め、出産、育児により離職する女性が依然として多い中、い

ったん退職すると正社員としての再就職・再就業が難しい状況もみられる。

このため、育児休業取得者及び経済的支援を行った事業主に対して、雇用保

険制度及び助成金制度の周知を積極的に行い、育児休業の取得を促進し、雇用

の継続を図る必要がある。

(３)障害者の雇用の確保

障害者の社会参加が進展し、就業に対する意欲も高まる中で、障害者の雇用

機会の拡大が重要な課題となっている。

このため、きめ細かな職業相談・職業紹介、雇用率達成指導の厳正な実施、

各種の雇用支援策の効果的な実施を図るとともに、大阪府と連携し、企業、府

民の障害者雇用に対する理解の促進を図る必要がある。
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また、障害者一人ひとりが地域で自立した生活を営むことができるよう、大

阪府が実施する福祉・教育施策や職業能力開発施策等との連携を図っていくと

ともに、障害の特性に応じたよりきめ細かな支援を必要とする精神障害者、発

達障害者等に関して、更なる支援の充実に努める必要がある。

Ⅱ 雇用施策の重点

平成１２年に労働局が発足した後も、大阪府と密接に連携・協力を行ってきたと

ころである。

例えば 地域における雇用対策として 全国でも類を見ない取組として 行政 大、 、 、 （

阪府・労働局等 ・労使団体が共同で目標に向かって雇用創出等に取り組み、また、）

雇用状況回復の中で、若年者、障害者等の就職困難者に対する雇用・就労支援に大

阪府・労使団体等とともに共同で取り組んできた。

この他、統計情報、大阪府が実施する企業誘致を始めとした産業振興施策に関す

る情報も含め、日常的な情報交換、また、大阪府を通じた府民の声の把握、大阪府

が市町村と共同で行う地域における就労支援、人権に配慮した採用選考の指導・啓

発の実施など様々な施策を連携・協力して行ってきたところである。

今後も、これらの取組の趣旨も踏まえて、引き続き以下の事業を中心に、大阪府

と連携・協力して実施することとする。

１ 特に重点的に取り組む施策

(１)若年者雇用対策の推進

①フリーター常用雇用化プランの推進

常用雇用での就職を目指すフリーターに対して、ハローワークにおいて利用

者のニーズに応じた就職支援を積極的に実施するとともに、大阪ヤングワーク

プラザにおいて、希望職種が明確になっていないフリーターを対象に、きめ細

かな個別支援を実施する。

また、大阪府が設置する若年者のためのワンストップサービスセンター（Ｊ

ＯＢカフェＯＳＡＫＡ）において若年者地域連携事業の委託により、職業意識

形成支援事業及び雇用対策関連事業を２本柱として、各種セミナーの実施や企

業説明会など様々なメニューを提供する。特に年長フリーター対策に重点を置

いた支援メニューを構築し、ハローワークにおいて周知ＰＲを含む支援対象者

の誘導等に取り組む。

なお、ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡの効果的な運営を目的とした各種会議等に大
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阪労働局としても積極的に参画し、若年者地域連携事業の目標管理、事業評価

も含めた連携を強化する。

②ニートの状態にある若者の自立支援

地域若者サポートステーションや若者自立塾等の事業の周知、普及に努める

とともに、就労希望者に対しては、これらの施設と連携し、職業相談、職業紹

介を実施する等、職業意識啓発・就労意欲向上を図る。

③新規学卒者に対する職業意識形成及び就職支援事業の推進

、 、早い段階からの職業意識形成を支援するため 高等学校及び中学校に対して

職業セミナー（キャリア探索プログラム）の実施について積極的な働きかけを

行い、参加者の拡大を図る。

また、職場体験活動（ジュニアインターンシップ）を一連のプログラムとし

て位置づけるなど、高卒者ジョブサポーターによる企業と学校とのコーディネ

ート機能を強化し、大阪府教育委員会と連携しながら効果的・実践的な事業展

開を図る。

さらに、キャリア教育の重要性に鑑み「大阪府キャリア教育実践協議会」に

参画するなど、府内市町村中学校におけるキャリア実践プロジェクト等の効果

的な運営に協力する。

また、大阪府教育委員会と共同事務局として「大阪府高等学校就職問題検討

会議」と「合同企業説明会」を運営する。

「大阪府高等学校就職問題検討会議」においては、特に複数応募の円滑な実

施に向け、応募・推薦方法等について引き続き検討・協議を行い 「合同企業、

説明会」についてはその企画段階から積極的に連携し、求人者に対する周知、

学校に対する参加勧奨等それぞれの役割が最大限活かされる実施体制を構築す

る。

④職業能力形成システム（通称：ジョブ・カード制度）の普及促進

地域ジョブ・カードセンター(仮称)と密接な連携を図りつつ、ジョブ・カー

ド制度の普及に努めるとともに、ハローワークにおいて職業能力形成プログラ

ムのひとつである有期実習型訓練に係る求人の開拓を行う。

また、ハローワークやＪＯＢカフェＯＳＡＫＡにおいて、ジョブ・カード作

成・交付に係るキャリア・コンサルティングを行うとともに、フリーターやニ

ート状態にある若者等の職業能力形成機会に恵まれていない求職者のうち、職

業能力形成プログラムに参加することが有効だと判断される者に対し、積極的



- 11 -

にプログラムへの参加を勧奨する。

(２)子育てする女性等に対する雇用対策の推進

①子育てする女性等に対する再就職支援の充実

大阪マザーズハローワーク等において、子育てする女性に対し、個人の状況

やニーズに応じて、就職実現のためにキャリア・コンサルティング、個別求人

開拓など様々な手法を用いながら、計画的かつ一貫した就職支援を行うため担

当者制による総合的な就職支援を行う。

また、子育てする女性に対する再就職支援を行うため、大阪府を含めた地方

公共団体、事業主団体及び再就職希望者支援事業実施事業者とともに 「子育、

て女性就職支援ネットワーク」を形成し 「大阪子育て女性の就職支援協議会」、

において、具体的な連携体制を確立するとともに仕事と子育てが両立しやすい

、 。求人等の情報や保育施設等の情報の収集などを行い 再就職支援を充実させる

②育児休業取得者等に対する支援

職場復帰を目指す育児休業取得者に対して、ハローワークにおいて支給する

育児休業給付制度について、積極的に周知を実施することにより、育児休業後

の円滑な職場復帰を援助・促進し、職場生活の継続を支援する。

また、育児休業取得者等に対して経済的支援を行った事業主に支給される育

、 、児休業取得促進等助成金制度の周知を積極的に行い 育児休業の取得を促進し

雇用の継続を図る。

(３)障害者雇用対策の推進

①障害者の就職促進

ハローワークにおいて、大阪府の障害者の雇用・就労支援機関等との連携を

図りつつ、障害の特性に応じたきめ細かな職業相談を行うとともに、求人開拓

及び雇用支援制度の活用などにより効果的な職業紹介を実施する。

とりわけ、精神障害者については 「医療機関等との連携による精神障害者、

のジョブガイダンス事業」を、発達障害等コミュニケーション能力に困難を抱

える方については 「若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム」、

を実施する。

また、障害者の雇用促進を図る上で、大阪府の実施する障害者職業訓練等の

積極的かつ効果的な受講あっせん等に努め、訓練修了者に対して、就職へのマ
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ッチングを実施するとともに、求職障害者及び事業主に対し、当該制度の周知

を図る。

②雇用・福祉・教育等の連携による就労支援の強化

障害者自立支援法の施行等を踏まえ、雇用・福祉・教育等の各分野の関係機

関の一層の連携強化を図ることにより、福祉・教育から一般雇用への移行促進

を図るための支援を行う。

このため、大阪府の雇用・福祉部局や教育委員会、支援学校、知的障害生徒

自立支援コースを設置する高等学校等が開催する連絡会議やそれら機関が実施

する就労支援のための事業との連携を図り、福祉施設利用者、支援学校等の卒

業予定者の就労ニーズを把握した上で、関係機関の連携による的確な支援を実

施する。

特に、ハローワークを中心に、これら大阪府及び関係機関等との「チーム支

援」による就労支援を促進する。

また、大阪府と連携して障害者就業・生活支援センターの育成に努める。

③事業主等に対する障害者雇用に向けた指導、啓発の促進

雇用率達成指導に当たっては、企業トップ層に対する個別指導を中心に、セ

ミナー等による集団指導や文書指導などを実施するとともに、必要に応じて特

例子会社制度、職場適応援助者（ジョブコーチ）支援、各種助成金制度等の効

果的な活用、就職面接会への参加勧奨などを含めた多様な取組を通じて、雇用

率未達成企業に対し、行政措置を厳正に運用した計画的な雇い入れ指導を実施

する。

また、雇用率達成企業割合を改善するため、雇用率未達成企業の約６割を占

める１人不足企業の解消を図ることとし、特に障害者雇用実績のある１人不足

企業を重点指導対象と位置づけ、計画的な取組を行う。

、 、 、さらに 障害 障害者及び障害者雇用についての理解を一層促進するために

大阪府が実施する地域住民の理解や企業の取組を促進する各種の方策や企業啓

発活動等の取組と連携・協力するほか、(社)大阪府雇用開発協会等の関係機関

と連携し、啓発活動を実施する。
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２ その他の基本的施策

(１)いくつになっても働ける社会を目指した高年齢者雇用対策の推進

・高年齢者雇用確保措置に関する事業主に対する指導・援助の推進

・ 70歳まで働ける企業」の実現を目指した地域における啓発「

・募集・採用における年齢制限の禁止の徹底

・ 大阪府シルバー人材センター事業推進連絡会議」等を通じた大阪府、「

シルバー人材センター協議会との連携強化・事業の推進

(２)ハローワークにおける適格な求人・求職のマッチング

・正社員求人の確保と中小企業へのマッチングの促進

・未充足求人のフォローアップの徹底等求人者サービスの充実

・公共職業訓練の的確かつ早期の受講あっせん、訓練修了者に対する就職支援

(３)安心して働ける雇用環境の整備

・生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対する就労支援

・ホームレスの自立支援事業等の推進

・ネットカフェ等で寝泊まりする不安定就労者への就職支援

(４)専門的・技術的分野の外国人の就業促進及び外国人の就業環境の改善

・外国人雇用サービスセンター等における適格紹介の推進

・留学生に対する就職ガイダンス、就職面接会等効果的な支援の実施

・改正雇用対策法による雇用環境の改善

(５)仕事と生活の調和の実現（ワーク・ライフ・バランス）

・仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成

・企業における次世代育成支援の取組の一層の推進

・仕事と生活の両立が図れる環境整備の推進

(６)公正かつ多様な働き方の実現

・労働関係法令の適正な運用及び周知

・労働相談の実施、個別労働紛争解決制度の運用

(７)地方公共団体との連携

・コンテスト方式による地域雇用創造推進事業等の推進

・市町村と連携して設置した地域職業相談室における職業相談・紹介
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・地方公共団体が行う職業紹介との連携・協力

Ⅲ 雇用施策に関する数値目標

１ 大阪労働局及び大阪府内ハローワークにおける数値目標

(１)地方計画策定項目（ＰＤＣＡサイクル管理）

①就職率（常用） ３０％

②雇用保険受給者の早期再就職割合 ３０％以上

③求人充足率（常用） ２０．５％以上

④正社員新規求人数 前年度実績以上

(２)全国目標設定項目(大阪労働局計画数値)

①フリーターの常用雇用者数 ２万人

②若年者等試行雇用事業常用雇用移行率 ８０％以上

③マザーズ重点支援対象者(担当者制による ７４％以上

就職支援を受けた者)の就職率

④障害者試行雇用事業常用雇用移行率 ８０％以上

⑤前年度末有効求職者を含む障害者就職率 ２０．３％以上

平成21年の障害者雇用状況報告において⑥障害者雇用率達成企業の割合
平成20年と比較して３％ポイントの上昇

⑦チーム支援による障害者就職者数 ２８０人

51人以上規模企業について、平成21年の⑧６５歳以上定年企業等の割合
高年齢者雇用状況報告において４６％以上

⑨中高年齢者試行雇用事業常用雇用移行率 ７５％以上

⑩再就職支援プログラム開始件数 １０，５００件

就職率 ７３％以上

⑪就職実現プラン作成件数 １０，５００件

就職率 ６５％以上

⑫総合的な支援計画作成件数 １，２００件

就職率 ５０％以上

⑬チャレンジ計画作成件数 ３，０００件

就職率 ６５％以上

⑭生活保護受給者等就労支援事業就職率 ６０％以上
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